
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続と消費税の納税義務                  

Ｑ：個人事業を営んでいた父親が亡くなり、

私が事業を引き継ぐことになりました。父は

課税事業者でしたが、私も課税事業者になる

のでしょうか？                                      

                                             

Ａ：１人で事業を承継されるのであれば、

課税事業者になります。 

【解説】 

消費税では、相続のあった年の基準期間の

課税売上高が1,000万円を超える被相続人の

事業を承継した場合、相続人の基準期間の課

税売上高が1,000万円以下であっても、相続の

あった日の翌日からその年12月31日までの間

は消費税の納税義務は免除されないこととな

っています。 

そして、相続のあった年の翌年又は翌々年

については、基準期間における被相続人の課

税売上高と相続人の課税売上高との合計額が

1,000万円以下かどうかで免税になるかどう

かを判定し、1,000万円を超える場合には消費

税の納税義務は免除されないこととなってい

ます。 

なお、誰が事業を承継するか確定しない間

は、分割が決まるまで、相続があった年につ

いては、基準期間における被相続人の課税売

上高を法定相続分で分割した額で納税義務の

判定を行い、翌年又は翌々年については、基

準期間における被相続人の課税売上高を法定

相続分で分割した額と各相続人の課税売上高

を合計した金額で納税義務を判定することに

なっています。 
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